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○西東京市文化芸術振興条例 

平成21年９月29日条例第32号 

改正 

平成29年12月19日条例第25号 

西東京市文化芸術振興条例 

私たちのまち西東京市は、田無市と保谷市の合併により誕生しました。 

このまちは、古くは縄文時代の営みを伝え、江戸時代には青梅街道の宿場町として栄え、今でも武

蔵野の面影を残す歴史のあるまちです。 

私たちは、先人から受け継いだ貴重な遺産及び自然を大切にしながら、一人一人が文化芸術を享受

し、創造し、及び発信することのできる文化芸術の香りあふれるまち、すべての市民が心豊かに暮ら

せるまちを目指して、ここに西東京市文化芸術振興条例を定めます。 

（目的） 

第１条 この条例は、文化芸術基本法（平成13年法律第148号）の規定に基づき、西東京市（以下「市」

という。）における文化及び芸術（以下「文化芸術」という。）の振興についての基本的な事項を

定め、市民、市及び団体等（市内で活動する企業、教育機関、市民活動団体等をいう。以下同じ。）

の役割を明らかにすることにより、地域における文化芸術の振興を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 文化芸術の振興は、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。）ができる環境

を市民、市及び団体等が相互に構築していくことにより、市民生活に文化芸術による潤いと豊かさ

をもたらすことを目的として行わなければならない。 

２ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行うすべての市民及び団体等の主体性及び創造性

が尊重されなければならない。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、一人一人が文化芸術の担い手として、その活力と創意を基に、文化芸術の振興に協

力するものとする。 

２ 市民は、文化芸術活動に関して相互に理解し、及び尊重し合うよう努めるものとする。 

（市の役割） 

第４条 市は、第２条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文化芸術の振

興を図るため、その施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 市は、文化芸術の振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市は、国及び他の地方公共団体と連携し、文化芸術の振興を図るよう努めるものとする。 

（団体等の役割） 

第５条 団体等は、地域社会の一員として自主的に文化芸術の振興に協力するとともに、市民の文化

芸術活動の支援に努めるものとする。 

（基本計画の策定） 

第６条 市長は、文化芸術の振興施策を総合的かつ計画的に推進するための文化芸術振興基本計画（以

下「基本計画」という。）を策定する。 

２ 市長は、基本計画を策定するときは、あらかじめ市民の意見を聴き、基本計画に反映させるもの

とする。 

（重点目標及び基本施策） 

第７条 市長は、次に掲げる事項を文化芸術の振興に係る重点目標とし、その達成のために必要な施

策を講ずるものとする。 

(１) 文化芸術を享受する機会の充実 

(２) 文化芸術を創造し、及び発信する機会の充実 

(３) 文化芸術の保存及び継承 

(４) 文化芸術活動の担い手の育成 

(５) 文化芸術活動に係る交流の促進 

(６) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に必要と認める事項 

（推進機関の設置） 

第８条 市長は、文化芸術の振興施策を推進する機関を設置するものとする。 
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（文化芸術活動における施設の運営） 

第９条 市長は、市の施設の運営に当たり、その設置目的を妨げない範囲において、基本理念の下、

文化芸術の振興に配慮するよう努めるものとする。 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月19日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


